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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○髙橋紀博委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員です。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、令和６年第２回定例会提出議案についてを議題といたします。 

議案第１号、議案第２号、議案第６号及び議案第２１号の以上４件につきまして、理事者から説

明願います。 

○樽井市民生活部長 議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、市民生活部所管分

に関わる事項につきまして御説明申し上げます。 

補正予算書７ページを御覧ください。２款１項５目市民活動費の地域情報共有プラットフォーム

運営費１３０万８千円についてでございます。これは、昨年度実施した地域コミュニティー先進事

例の調査結果を受け、地域コミュニティーの持続可能な活動の確立に向けて、市内外の先進事例の

調査を行うための委託料と地域への浸透を図ることを目的としたシンポジウムの開催費用を補正し

ようとするものでございます。財源につきましては、諸収入として、いきいきふるさと推進事業助

成金で６５万４千円、一般財源で６５万４千円を措置しております。 

続きまして、議案第２１号、町の区域の変更についてでございます。本案は、東旭川町上兵村及

び下兵村地区の一部につきまして、東和土地改良区による土地改良事業の実施に伴い換地処分が行

われますが、現状では換地後の土地を境界が縦断することになり、土地改良法に基づく換地に係る

土地の登記に当たり、一つの土地を分筆する必要が生じることから、合理的な町の区域とするため、

地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決を得ようとするものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○川邊福祉保険部長 第２回定例会に提案しております福祉保険部所管の補正予算について順次御

説明申し上げます。 

初めに、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算であります。 

補正予算書７ページを御覧ください。３款１項３目老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金

につきましては、老人福祉施設等が行う施設整備に対する補助金として５千５７７万円を、令和４

年度補助事業の消費税等仕入れ控除税額に係る国への償還金として９２万２千円、合計５千６６９

万２千円の補正となります。財源は道支出金が５千５７７万円、諸収入が９２万２千円となります。 

 次に、軽費老人ホーム運営補助金及び老人施設等措置費につきましては、勤務する職員の処遇改

善等を図るため、それぞれ７７３万３千円、３３８万３千円の補正となります。財源は全額、一般

財源でございます。 

 次に、３項１目生活保護総務費の生活保護システム管理費につきましては、進学準備給付金の対

象拡大等に伴うシステム改修のために２３３万２千円の補正となります。財源は国庫支出金が１１

６万６千円、一般財源が１１６万６千円となります。 

続きまして、議案第２号、令和６年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算でございます。 

補正予算書の１５ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費では、被保険者証廃止に伴う

システム改修費の増により３千６１６万５千円を補正いたします。財源は全額、道支出金でありま



- 2 - 

す。 

次に、２項１目賦課徴収費では、被保険者への加入者情報等の送付に伴う特定記録郵便郵送料と

して６４８万５千円を補正いたします。財源は全額、道支出金でございます。 

 以上が福祉保険部所管の補正予算の概要となります。よろしくお願いいたします。 

○田村保健所地域保健担当部長 令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、保健所所管分につき

まして御説明申し上げます。 

補正予算書８ページを御覧ください。まず、４款１項２目予防費の予防接種費５億９千４９９万

５千円についてでございます。令和５年度で新型コロナワクチンの特例臨時接種が終了し、令和６

年度以降は個人の重症化防止を目的とした定期の予防接種として実施するもので、実施時期は本年

１０月から令和７年３月までを予定しており、市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方は無料、

それ以外の方には一部自己負担をお願いすることになります。現時点でワクチン代が未確定であり

ますので、国が示しております接種費用１万５千３００円から国の助成金を差し引いた上で、本市

の助成額を反映した自己負担額を３千円に設定することといたしました。 

次に、同じく４款１項２目予防費の健康推進管理事務費の３２９万３千円についてでございます。

これは新型コロナワクチンの定期予防接種開始に伴い、予防接種データを管理するシステムの改修

やデータ入力に係る費用を補正しようとするものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○太田環境部長 議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、環境部に関わりがあり

ます事項について御説明をいたします。 

お手元の一般会計補正予算書の８ページを御覧ください。８ページ中段にございます４款２項１

目じん芥処理費、缶・びん等資源物中間処理施設整備費の補正額１億２千１９５万円につきまして

は、現在施工中でございます（仮称）旭川市リサイクルセンターの新築に関わる計５件の工事につ

いて、令和６年度における労務単価の上昇による賃金等の急激な変動に対処するため、インフレス

ライド条項を適用し、適正な契約額に変更しようとするものであります。財源内訳といたしまして

国庫支出金が３千５９５万１千円、道支出金が７０万円、市債が８千４４０万円、一般財源が８９

万９千円となってございます。 

また、事業実施に当たりましては補正予算書３ページを御覧ください。補正予算書の３ページ下

段にございます、第３表、地方債補正（変更分）にございますように、ごみ処理施設整備事業の限

度額を８千４４０万円引上げようとするものでございます。 

環境部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 議案第６号、旭川市地域包括支援センターの人員及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

議案書を御覧ください。地域包括支援センターに配置する職種や職員数については、介護保険法

に基づき、条例で規定しているところでありますが、このたび、市町村が条例を定めるに当たって

従うべき基準を規定している介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、本市の条例にお

いても所要の改正を行おうとするものでございます。改正内容につきましては、地域包括支援セン

ターの職員配置に関わる基準について、運営協議会で必要と認める場合、柔軟な配置を可能とする

ものであります。具体的には、地域包括支援センターに配置する常勤の職員数について、常勤換算
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方法による算出を可能とすること、また、地域包括支援センターごとに配置すべき職員について、

所定の要件の下、複数の地域包括支援センターが担当する圏域ごとの第１号被保険者数を合算し、

その人数に応じて必要な職員を配置することにより、それぞれのセンターが配置基準を満たすもの

とするよう規定を整備するものでございます。これらの改正は公布日から施行することとしてござ

います。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○髙橋紀博委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思い

ます。 

次に、２、報告事項についてを議題といたします。 

まず、令和６年第２回定例会提出議案に関わる事項であります、旭川市近文清掃工場基幹的設備

改良（再延命化）工事について、市民課ＤＸ推進費等の繰越明許費繰越しについて、庁用自動車に

よる交通事故についての以上３件につきまして、理事者から報告願います。 

○太田環境部長 初めに、議案第２３号、旭川市近文清掃工場基幹的設備改良（再延命化）工事の

契約の締結についてでございます。本案につきましては総務常任委員会の所管でございますが、環

境部に関わりがございますので御説明をさせていただきます。 

旭川市近文清掃工場基幹的設備改良（再延命化）工事につきましては、安定的なごみ処理体制を

維持するため、平成８年の供用開始から約５０年間の運用を目途とした再延命化を図るものであり、

本年５月２１日に見積り合わせを行い、契約金額７８億８千７００万円で荏原環境プラント株式会

社北海道支店と同月２８日に仮契約を締結してございます。なお、更新工事には４か年を要するた

め、工期は令和１０年２月２２日までとなっているところであります。 

続きまして、報告第１号、令和５年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告につきまし

て、環境部所管分について御説明いたします。 

繰越計算書にお示ししてあります事業のうち、４款１項地球温暖化対策推進費及び地球エネルギ

ー設備等導入促進費、４款２項家庭ごみ処理手数料物価高騰対策費の合計３事業でございます。い

ずれの事業も国の交付金を活用し、令和５年度の補正予算として議決いただいたものでございます

が、いずれも事業の完了が令和６年度となるため繰り越したものでございます。地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定に基づき御報告いたします。 

 環境部からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○樽井市民生活部長 報告第１号、令和５年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告のう

ち、市民生活部所管分について、繰越明許費繰越計算書により御説明申し上げます。 

繰越計算書にお示ししております事業のうち、上から２段目の２款総務費３項戸籍住民基本台帳

費の市民課ＤＸ推進費でございます。これは戸籍法等の一部改正に伴い、戸籍及びマイナンバーカ

ードに記載されている氏名に振り仮名を追加するための戸籍情報システム等の改修について、国庫

補助事業を活用し実施するため、令和６年第１回定例会において議決をいただいたものでございま

すが、事業の完了が令和６年度となりますことから、３千６０３万６千円を繰り越しましたので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき報告するものでございます。 
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 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○川邊福祉保険部長 報告第１号、令和５年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告のう

ち、福祉保険部所管分について御説明申し上げます。 

繰越計算書にお示ししております事業のうち、３款１項社会福祉費の４事業が当部所管のもので、

住民税均等割のみ課税世帯給付金支給費、物価高騰重点支援給付金支給費、低所得世帯こども加算

品支給費につきましては、給付申請の受付期間が令和６年度にかかること、また、老人福祉施設等

整備推進補助金は、令和６年第１回定例会で議決をいただいたもので、事業完了が令和６年度とな

るため繰り越しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき御報告をいたしま

す。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○田村保健所地域保健担当部長 報告第１号、令和５年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越し

の報告のうち、保健所所管分について御説明申し上げます。 

繰越計算書にお示ししております事業のうち、令和６年第１回定例会におきまして繰越明許の議

決をいただいております４款１項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費でございま

す。新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、令和５年度特例臨時接種が令和６年３月末

をもって終了したところですが、その事後処理業務の完了が令和６年度となりますことから、２千

３万８千円を繰り越したもので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき御報告申し上

げるものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 議案にございます報告第４号、専決処分の報告につきまして

は、総務部の所管ではございますが、そのうち、整理番号２の庁用自動車による交通事故につきま

しては、福祉保険部に関わりがありますことから、その内容につきまして御説明申し上げます。 

本年１月２３日、神楽６条１３丁目の交差点におきまして、国民健康保険課職員の運転する軽自

動車が右折したところ、反対方向から直進してきた相手方車両と接触し損害を与えたものでありま

す。相手方に対する賠償額を１０万６千１５５円と定め、本年５月２９日に専決処分をさせていた

だいたもので、市の過失割合は９０％でございます。交通事故防止につきましては、日頃から注意

喚起をしているところでございますが、今後より一層、安全運転と交通事故防止に努めるよう職員

への周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。 

○髙橋紀博委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席

していただいて結構です。 

次に、提出議案以外の事項につきまして、令和６年度国民健康保険料の料率について、理事者か

ら報告願います。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 令和６年度の国民健康保険料につきましては、６月３日に料

率の告示を行いまして、６月１４日に納入通知書を発送する予定でございます。通知書の発送に先

立ちまして、料率の算定について、資料に沿って御説明させていただきます。 

配付資料の令和６年度国民健康保険料の料率についてのファイルをお開きください。 
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まず、資料の１ページ目を御覧いただきたいと思います。国民健康保険料の料率につきましては、

医療給付費等の財源となる医療分、後期高齢者支援金等の財源となる支援金分、介護納付金の財源

となる介護分の３つの区分で構成されており、この資料では、各区分ごとに料率算定の内容につい

てお示しをしてございます。表の中央にＡとして本年度の算定内容を、右側にＢとして令和５年度

の算定内容を、その間には前年度との比較を記載してございます。令和６年度の保険料全般に関わ

るものとして、３つの区分それぞれに賦課総額がありますが、これは北海道から示された納付金額

を基に算出してございます。 

その下の賦課限度額につきましては、条例で規定しており、さきの第１回定例会において議決を

いただきました改正内容のとおり、上段の医療分では、前年度と同額の６５万円、支援金分は前年

度から２万円増の２４万円、介護分は前年度と同額の１７万円となっており、介護分が賦課される

世帯の賦課限度額は３区分の合計で１０６万円となり、昨年度と比較しまして２万円の増となりま

す。 

次に、区分ごとの算定内容につきまして御説明申し上げます。 

初めに医療分ですが、賦課総額は４４億３千２０７万５千円で、前年度に比べ１億４千６７５万

８千円の減となっております。保険料の項目には、旭川市国民健康保険条例に基づき、賦課総額を

所得割４１％、均等割３５％、平等割２４％に区分した額を記載してございます。なお、この各賦

課割合につきましては、北海道から示された本市の標準保険料率を踏まえた割合となってございま

す。この保険料の額を、その下の項目、賦課標準の所得割に記載している総所得金額２２１億３千

１６４万５千円、均等割に記載している被保険者数５万７千４１５人、さらに平等割に記載してい

る世帯数４万１千４００世帯を基礎にして算出したものが、最後の項目の料率となってございます。

令和６年度の料率につきましては、所得割は１００分の８．２２で前年度と同率、均等割は２万７

千２０円で前年度に比べ８００円の増、平等割は２万７千４０円で前年度に比べ３４０円の増とな

っております。また、国民健康保険被保険者が７５歳となり、後期高齢者医療制度へ移行すること

によって、世帯に被保険者が１人となる世帯については、移行後５年間、特定世帯として平等割が

２分の１となることから、その世帯の平等割は１万３千５２０円となり、前年度に比べ１７０円の

増となります。また、特定世帯として５年間が経過した後も、世帯の状況が継続している場合には、

さらに３年間、特定継続世帯として、平等割が４分の３となることから、その世帯の平等割は２万

２８０円となり、前年度に比べ２５０円増となってございます。 

次に、中段の支援金分については、賦課総額１５億２千３１７万円で前年度に比べ２千５７万２

千円の減となっております。均等割額の被保険者数と平等割額の世帯数は、医療分と同数にはなり

ますが、これらを基に算出した料率につきましては、所得割が１００分の２．７９で前年度に比べ

０．０３ポイントの増、均等割は９千２９０円で前年度に比べ４５０円の増、平等割は９千３００

円で前年度に比べ３００円の増となっております。また、平等割に関わります特定世帯については

４千６５０円で前年度に比べ１５０円の増、特定継続世帯については６千９８０円で前年度に比べ

２３０円の増となってございます。 

次に、下段の介護分についてでございます。賦課総額は４億５千２９４万３千円で前年度に比べ

３８２万７千円の増となっております。均等割額の被保険者数は１万７千５０８人、平等割額の世

帯数は１万５千７３２世帯で、これを基に算出した料率につきましては、所得割が１００分の２．
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２９で前年度に比べ０．０４ポイントの増、均等割は９千６０円で前年度に比べ３３０円の増、平

等割は６千９１０円で前年度に比べ２３０円の増となってございます。 

次に、資料の２ページ目を御覧ください。国民健康保険料所得段階別料額比較表を御覧いただき

たいと思います。この表は、介護分がかかる２人世帯の場合について、所得ごとの保険料額を令和

４年度、令和５年度、令和６年度の３か年で比較したものとなってございます。左側の令和６年度

の欄を御覧ください。医療分の所得割は令和５年度と同率で、それ以外は全て上がったことにより

まして、全所得層で前年度と比較しまして、３千２００円から８千４２０円の範囲で上がる結果と

なってございます。今年度において、この保険料が上昇しました要因といたしましては、北海道か

ら示される納付金総額は、加入者数の減によりまして下がってはいるものの、医療費の伸びなどに

より、加入者１人当たりの納付金額が伸びていることによるものでございます。令和６年度の本市

の保険料につきましては、納付金が道から示された時点で大きく上昇することが想定されましたこ

とから、その負担軽減を図るため、当初予算において、国民健康保険事業準備基金から３億円繰り

入れることとし、その上昇幅を抑えたところでございます。 

以上、令和６年度の国民健康保険料の料率についての説明とさせていただきます。 

○髙橋紀博委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

○能登谷委員 令和６年度の国民健康保険料の料率が今示されました。それで改めて伺いたいと思

うのですが、保険料は前年比でどうなっているのか、それから北海道の運営になる前と比べてどの

ようになっているのか伺いたいと思うんです。 

まずは１世帯当たりの保険料総額、調定額の推移をお示しいただきたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 １世帯当たりの保険料調定額の推移につきまして、都道府県

単位化になる前の年度である平成２９年度は１２万２千６３０円でした。前年度の令和５年度が１

１万５千４９０円、本年、令和６年度が１１万７千５２３円というふうに推移してございます。 

○能登谷委員 １世帯当たりの保険料は昨年に比べて、約２千円上がるということだと思うんです。

都道府県化前と比べてどうかというと約５千円下がることになるということになっていると思うん

ですが、４０歳の夫婦と１８歳未満の子どもが１人、所得が２１０万円という、いわゆるモデルケ

ースの場合はどうなるのかもお示しいただきたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 ４０歳夫婦と１８歳未満の子ども１人の３人世帯で、所得２

１０万円のモデルケースの保険料につきましては、平成２９年度は３６万２千５５０円、令和５年

度、昨年度が３６万７千４２０円、令和６年度、本年度が３７万４千２４０円となってございます。 

○能登谷委員 モデルケースの保険料は昨年度に比べて、約６千８００円上がるということだと思

うんですね。都道府県化前に比べるとどうかというと、約１万１千７００円上がるということにな

るんではないかなと思うんです。１世帯当たりのほうは下がっていましたので、１世帯当たりとは

違うという状況なんですが、モデルケースの保険料が上がっている背景にはどのような要因がある

のか伺いたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 令和６年度の保険料につきましては、賦課総額は前年度より

減少しているものの、被保険者数の減少が大きく、賦課総額を所得や被保険者数で割り返して算出

する保険料率は上がるという結果になったところであります。１人当たりの医療費が都道府県単位

化前から増加傾向にあることが大きな要因であるというふうに考えてございます。 
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○能登谷委員 続いて保険料の軽減策についても伺います。国保料は他の医療保険との比較では大

きな負担割合になっていると思うんですが、第１回定例会でも聞きましたけれども、現状ではどう

なっているのかも伺いたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 他の健康保険の保険料との比較についてでございます。先ほ

どの４０歳の夫婦と１８歳の子ども１人の３人世帯、所得が２１０万円のモデルケースで申し上げ

ますと、協会けんぽでは、令和６年度の保険料は１８万８千４６４円と見込まれます。本市の国民

健康保険料は３７万４千２４０円となりますので、約２倍の差があるという状況になってございま

す。 

○能登谷委員 今、加入者が減少しているということと、それから医療費が高騰している、また、

旭川の場合は低所得者が多いということなので、そうでありながら、他の医療保険に比べて負担割

合が２倍になるということです。これは国民健康保険の抱える構造的な問題ではないかというふう

に考えていますけれども、市の認識はどうか伺います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 国民健康保険は、被用者保険のように事業主負担という制度

がございません。そのため、所得に対する保険料の負担が非常に重いという状況になってございま

す。また、低所得の加入者の方が多く、年齢構成が高いこともありまして、医療費水準も高いとい

った国民健康保険特有の構造的な課題を抱えているというふうに認識をしております。 

○能登谷委員 それで、今回、都道府県化ということで構造的な問題に対する国としての対策とか、

北海道としての対策はそれぞれあるんでしょうか。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 構造的な課題に対する改善策につきましては、国や道から示

されているものはございませんが、本市といたしましては、医療保険の制度の一本化など、抜本的

な改革について、市長会等を通じ、毎年度、要望しているところでございます。 

○能登谷委員 国や道の施策がない中なんですが、旭川市ではいろんな独自の軽減策もされている

と思いますので、その内容についてもお示しいただきたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 令和６年度の保険料につきましては、昨今の物価高騰など、

経済的負担が増し続けている中での大幅な負担拡大は厳しいと判断をいたしまして、保険料を引き

下げるために国民健康保険事業準備基金から３億円を繰り入れ、保険料の上昇を一定程度抑えたと

ころでございます。また、本市独自の施策といたしまして、国の軽減策の適用を受ける未就学児を

除き、１８歳未満の被保険者に対しまして、均等割額を半額にする減免制度を実施してございます。 

○能登谷委員 ぜひ、独自の軽減策は続けていってほしいなというふうに思っているところです。

それで、この後、保険料水準の統一についても伺いたいと思います。今後の国民健康保険制度を考

えるときに保険料水準の統一ということが大きな課題になっていますが、北海道の国保運営方針で

はどのように書かれているのか伺いたいと思います。納付金ベースの統一、それから保険料水準の

完全統一など、その内容と時期もお示しいただきたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 北海道の国保運営方針では、全道どこに住んでいても、同じ

所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、市町村が定める保険料率を北海道が示す

全市町村統一の標準保険料率と同率とすることをもって、保険料水準の統一と定義します、と記載

がされております。医療費水準、所得水準の格差を納付金に影響させない納付金ベースの統一、こ

れを令和６年度から、保険料水準の統一は令和１２年度を目途に目指すとされてございます。 
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○能登谷委員 都道府県の国保運営方針では、大阪府は完全統一すると、奈良県は事務も統一する

というような流れだと聞いています。ほかにも１６の道県が保険料統一の目標年度を明記したとい

うふうに聞いています。保険料統一年度を明記していない都府県は何が課題になっているのか、伺

いたいと思います。 

○堀江福祉保険部国民健康保険課長 他の都府県の検討状況や課題につきましては把握してござい

ませんが、納付金ベースの統一における課題といたしまして、比較的医療費水準の低い市町村の保

険料が上がるという傾向にございます。市町村ごとに医療費水準、それから所得水準、収納率など

様々な格差がある中で、統一によって保険料が上がる市町村の理解がなかなか進まないということ

は言われております。そのため、国では令和５年１０月１８日付けで都道府県宛てに保険料水準統

一加速化プランというものを発出いたしました。統一を進めるための支援を強化していくというこ

とが示されたところでございます。 

○能登谷委員 北海道は所得水準や医療費水準の地域格差が大きいということが、北海道の文書の

中からも確認できるんですよね。一方で、そういう認識がありながら、令和１２年度を目途に保険

料水準を統一するということもうたっているんです。保険料水準の完全統一に向かおうとしている

んですけれども、これだともともと地域格差が大きいことが分かっていながらという状況の中で弊

害があるのではないかと考えます。旭川市の影響も含めてお示しいただきたいと思います。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 この保険料の水準の統一につきましては、負担の公平性や急

激な保険料上昇の抑制などの効果が見込まれているところでございますが、先ほど御指摘があった

ように、北海道につきましては所得水準や医療費水準の地域格差が大きいことから、保険料水準を

統一することとなりますと、本市のような、平均よりも所得が低く、医療費が高い市町村の保険料

は下がりますけれども、所得が高く、医療費が低い市町村の保険料が上がるといった課題がござい

ます。また、統一に向けては、各市町村におきまして、保険料算定方式の統一化や各種事務の標準

化など、様々な影響があるものと認識してございます。令和１２年度の完全統一に向けては、今後、

国からの交付金の活用方法などについて、本格的な北海道との協議が始まりますが、本市としても

統一によって、市町村の負担が急激に増えないよう配慮を求めていくとともに、北海道全体で保険

料負担を軽減できるような制度となるよう、市町村連携会議等の場で意見をしてまいりたいと考え

てございます。 

○能登谷委員 部長の答弁にあったように、北海道は所得水準や医療費水準の地域格差が大きいの

で、保険料水準を統一するとなると地域によっては様々な弊害があるんだと思います。旭川市の場

合は所得が低く、医療費が高いので、保険料が下がるはずで、世帯ごとは下がっています。ただ、

今日の答弁にあったように、都道府県化前に比べて１世帯当たりは下がっているけれども、モデル

ケースのように、働き盛りで、子育て中の世帯では保険料が上がっているのが実情だということが

言えます。なので単純に保険料算定方式の統一や各種事務を標準化することで、市独自の対策が失

われることや、市民負担の増加につながることは避けなければならないと思います。今回の都道府

県化では、国民保険制度が抱えている構造的な問題、所得が低い加入者が多い中で、保険料の負担

割合が他の保険に比べて２倍にもなるという、この構造的な問題は何も解決されないんですよね、

都道府県化になっても。だから、国の負担割合を高めることなど、国の制度としての解決がどうし

ても必要と言わなければならないと思います。令和１２年度までに完全統一には至らない都府県も
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多いわけですから、そっちのほうが多いという中で、北海道だけ先に走っていくということ、北海

道としても、旭川市としても、慎重に対応する必要があるんじゃないかなということだけ指摘して

おきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○髙橋紀博委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 それでは、本日の委員会は、これをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時４１分 

 

 


